
 常設相談                         

 単に人権問題に限らず，家庭内（結婚，夫婦，親子，離婚，相続，扶養等）

や近隣間のもめごと・悩みごとなど，日常生活全般にわたる様々な相談に応じ

ています。 

（全国共通ナビダイヤル ０５７０－００３－１１０） 

 子どもの人権１１０番 

 「いじめ」，虐待など，子どもの人権問題に関する専用相談電話 

（全国共通フリーダイヤル ０１２０－００７－１１０） 

  

女性の人権ホットライン 

 配偶者・パートナーからの暴力やセクシャル・ハラスメント等，女性の人権

問題に関する専用相談電話 

（全国共通ナビダイヤル ０５７０－０７０－８１０） 

（相談受付） 

月曜日から金曜日（１２月２９日から１月３日及び祝日を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

※相談は無料で，内容についての秘密は厳守されます。 


